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　当社グループでは、各事業所・グループ会社に労働安全衛

生法に基づく安全衛生委員会等を設置しています。また、マネ

ジメントシステムの枠組みの中で常駐協力会社も含めた労働

者と協議する仕組みを設けています。当社本社においては、各

事業部・事業所の代表者（安全担当基幹職および労組支部委

員長）が出席する中央安全衛生委員会（年1回）および上記代

表者のうち、常任委員（各事業部安全担当管理職および中央

労組三役）が出席する中央安全衛生常任委員会（年5回）を開

催し、安全衛生諸施策の総括と安全衛生管理方針の審議、災

害の再発防止策などについて協議しています。さらに、安全衛

生に関する情報交換を目的として、労使合同安全衛生巡視（年

1回）、安全担当者会議（年2回）を開催しています。2022年

度も新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえ、基本的に

は会場とオンラインによるハイブリッド開催とし、労使合同安全

衛生巡視は感染対策を講じた上で、事業所へ訪問し開催しま

した。

　当社直轄事業所（事業所内のグループ会社を含む）および

国内主要グループ会社では、当社社長直属のチームによる定

期的な環境安全監査を行っています。抽出した問題点は当社

社長に報告後、事業所に通知して改善を促すとともに、その後

の対応状況についてもフォローしています。2022年度は新型

コロナウイルス感染拡大の影響で現場監査が延期された4事

　 当 社 グ ル ー プ で は 国 内11事 業 所、海 外2事 業 所 で

OHSAS18001の認証を取得していましたが、2021年3月

OHSAS廃 止 に 伴 いISO45001（JISQ45100）を 導 入する

ことで準備を進めてきました。ISO45001（JISQ45100）は

ISO45001（JISQ45001）と比べ、より現場を巻き込んだ全社

的な労働安全衛生活動を推進することができ、OHSマニュア

ルをはじめとする各種マネジメント文書の改訂・新規作成に取

り組み、計画的に切り替えおよび新規取得を進めており、安全

衛生水準のさらなる向上に取り組んでいます。

　2021年度でこれら事業所における切り替えは完了し、

2022年度以降はより多くの事業所でこの労働安全衛生マネ

ジメントシステムを導入するべく、これまで認証を取得していな

かった事業所での新規取得を推進しています。

当社グループでは、社員の安全と健康が持続的な成長の基盤であるとの認識のもと、安全確保と健康増進に向けた職場環境の整備

に取り組んでいます。

労働安全衛生管理体制

ISO45001の認証取得

安全確保・健康増進

　当社グループでは、前年の安全衛生成績の解析結果に基づ

き、目標と重点施策を定めた「安全衛生管理方針」を毎年策定

し、中央安全衛生委員会で審議・承認した後、グループ全社

に展開しています。

2022年 安全衛生管理方針

マテリアリティ	3
魅力ある職場の実現

マテリアリティ 3 魅力ある職場の実現
従業員が個々の能力を発揮し、心身の健康を保つことで生み出される活力に満ちた職場は、
企業の持続的な成長を確保する上で欠かせません。当社グループでは、労働安全衛生の確保や適正な人事評価制度、
人材教育など、多様な視点から魅力ある職場づくりに取り組んでいます。

ＪＸ金属グループ	安全衛生基本方針
私たちは、ＪＸ金属グループの全ての事業領域で働く人の安全と健康を守ることを最優先し、安全・安心かつ健康的に働ける環境づくりにより、 
魅力ある職場を実現します。
1. 安全衛生関連法規を遵守するとともに、そのために必要な自主基準を設定して厳格に管理・遵守する。

2. 労働安全衛生マネジメントシステムの継続的な改善、向上に努め、安全衛生目標を達成する。

3. 積極的な情報提供と教育を行い、自ら考え、行動する人材を育成し、以て安全衛生意識を組織的に向上させる。

4.  全ての事業領域において危険源の特定と、その除去・リスクの低減に取り組み、年度毎の災害削減の達成を積み重ね、究極的な目標である永続

的な災害ゼロを目指す。

5. 良好なコミュニケーションと快適な職場環境の確保、および健康維持・疾病予防に係る施策の推進により、心と身体の健康維持増進を図る。

安全確保・健康増進

	P78

ダイバーシティの推進

	P81

人材育成

	P80

KPI 2022年度実績・進捗 評価

重大な労働災害発生の
低減：2022年度年千人
率（休業4日以上）0.70
以下

2022年度の年千人率は0.74となりました。災害発生の事実を厳粛に受け止め、リスクア
セスメントの実効性向上や、事故原因究明のための従業員の能力向上等を通じて、安全衛
生マネジメントシステムの継続的な改善に取り組むとともに労働災害防止に努めていきま
す。

 

年 休 取 得 率 の 向 上：
2022年度80%以上

年休を取得しやすい職場環境の醸成や年休奨励日の増設などの取り組みの継続実施によ
り、昨年度よりも取得率は向上しましたが、年休取得率は77.1％となりました。今後もさ
らなる取得向上に向けた働きかけを実施していきます。

 

人と組織の活性化に向
けた取り組みの実施

ABW（Activity Based Working）やコミュニケーション活性化など諸施策の充実、高度
専門人材やシニア人材の確保・活用、新人事制度の導入などを通じ、多様な人材が活躍で
きる環境の整備を進めています。　

  

健康増進に向けた取り
組み：2022年度がん検
診受診率70％以上

各事業所において受診率向上施策を立案し、専門医によるがん予防に関するセミナーを開
催するなど、それぞれの環境に合わせた取り組みにより、受診率は前年度（63.1％）より
大幅に向上し78.1％となりました。2023年度は全社員を対象としたeラーニングの実施、
がん検診推奨リーフレットの配付やがん予防セミナーの開催など、さらなる受診率向上を
目指した活動を進めています。

  

障 が い 者 雇 用 率 の 維
持・ 向 上：2022年 度
2.3%以上

2022年度の障がい者雇用率は2.10%となりました。2021年度に新設した「チアフルサ
ポート室」の増強等を通じ今後も障がい者雇用率の維持・向上を目指すとともに、障がい
のある方が充実した社会生活を送れるよう、積極的な支援と各種施策を展開していきます。

 

KPIと進捗状況 評価：  達成・順調　  未達

Section3	マテリアリティとESG経営
社会		Social

業所を含む計19事業所を対象として実施し、重大な指摘事項

はありませんでした。
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VR 体感教育の様子

　当社グループでは、従業員一人ひとりの「危険感受性」を高

め、安全意識を向上させるため、茨城県日立市に「危険体感

教育センター」を設置し、体験型の安全教育を実施しています。

危険感受性とは「危険を危険と正しく感じる」感覚のことであ

り、これを研ぎ澄ますことによって「危険なことに手を出さな

い」という行動に結び付けることができます。

　実際に発生する労働災害の多くが過去事例の再発（類似災

害）であることから、当施設では、過去に発生した労働災害事

例の疑似体験を通じて災害が身近なものと捉えることができ、

危険性への理解、危険感受性の向上を図るプログラムを用意

しています。さらに、新たにVR技術を活用した教育カリキュラ

ムを導入し、実際には体験できない「り災体感」を可能にする

など、労働災害の未然防止に継続して取り組んでいます。また

近年、社員の労働災害は減少傾向にある一方、協力会社社員

の労働災害が課題となっています。そこで、主要事業所にミニ

体感教育施設を導入し、当社グループの社員だけでなく、協力

会社社員の危険感受性、安全意識向上にも努めています。危

険体感教育センターとミニ体感教育施設が一体となり、従業員

の労働災害撲滅を図ります。

危険体感教育センターでの安全教育
　当社グループでは、事業に携わるすべての人の安全と健康

を確保し、安全最優先の意識と危険感受性の高揚に努めてい

ます。実際に発生した事故災害をベースにした安全教材「災

害再現動画」や、グループ内外で実際に発生した災害事例を

題材にした「安全啓発ポスター」などの制作により、安全意識

の向上と事故の再発防止に努めています。

　当社は従業員の心身の健康増進諸施策を全事業所参加の

プロジェクト体制で推進しています。がん検診受診率向上につ

いては、「がんの特性を知り、予防に努めよう、その一環として

早期発見のために検診を受けよう」という趣旨で従業員へ各

種情報発信、eラーニングを行いました。その結果、2022年度

の受診率は全社平均で78.1%と対前年比で15%アップしまし

た。また、全従業員に体力の維持増進の意欲を持ち続けていた

だくために、まずは自身の筋力や柔軟性、バランス感覚などの

現状を把握しようという趣旨で、体力テストを実施しました。

●		リスクアセスメント
　当社グループの各事業所では、労働安全衛生マネジメント

システムに基づきリスクアセスメント活動を展開しています。

事業所のリスクについては、「ハザード（危険源）の特定」「災

害シナリオの想定」「リスク評価」および「必要なリスク対応（リ

スク低減措置はまずハード対策を検討し、対応不可な場合の

みソフト対策を実施）とその有効性評価」のPDCAサイクルを

回すことにより管理しています。

　2022年度はこのリスクアセスメント活動の一層の強化を

目指し、重篤な労働災害の未然防止へ向けて各事業所におけ

各種ツールによる安全意識の啓発

●		健康管理体制構築プロジェクト

安全確保に向けた2022年の活動内容

安全啓発ポスターの一例

・ いずれの災害も一旦作
業を中断し、上長に報
告・対処していれば防ぐ
ことができた災害です。

止める・呼ぶ・待つ安全基本ルール

❶『異常』とは、いつもと違う状態、ルール通り仕事が
　 出来ない状態
❷「止める」は、作業を即時止める、作業基準通り機械を
　 止めること
❸「呼ぶ」は、直ちに上長等を呼ぶこと
❹「待つ」は、勝手に判断せずに、上司の指示を待つこと

『止める・呼ぶ・待つ』関連災害

トラブル
処置中に
手指裂傷

故障した門扉を
手動で開放時に
足指裂傷

トラブル処置中に
落下したクランプ
で手指骨折

トラブル発生（異常）時の３原則 「止める・呼ぶ・待つ」

STOP! CALL! STAND BY!
とめる よぶ まつ

Don't continue working. your manager. for further directions.
作業（さぎょう）をとめる 上長（じょうちょう）をよぶ 指示（しじ）をまつ

休業
（2021年）

不休
（2020年）

不休
（2021年）

・ 取扱い重量物の規定と
安全な作業方法の確認！

・ 腰を十分降ろして重心
を低くし、背筋を伸ばし
膝を使って持ち上げる！

腰 痛

製品袋引き上げ時に腰椎捻挫

❶腰痛防止は職場で取り組む
❷人力で取り扱える重量を定める
❸台車、補助機器を利用し人力の負担を軽減する
❹正しい作業姿勢や動作を実践する

職場として人力で取り扱える
重量を定める
（例）作業者の体重が60kg程度の場合、
　　取り扱う荷物の重量目安は、

自動化や、補助機器等を使用して
人力による負担を軽減

荷物を持ち上げる動作について
❶ 膝を曲げ腰を降ろす
❷ 背筋を伸ばし
❸ 呼吸を整えて腹圧を加える
❹ 膝を伸ばして立ち上がる
❺ 不自然な姿勢（前屈、中腰、ひねり、
　 うっちゃり姿勢等）を避ける

男性
女性

　40% 以下 = 24kg 以下
約24% 以下 = 14.4kg 以下
（男性の約60%程度）

『職場における腰痛予防対策指針及び解説』　（厚労省）

「陸上貨物運送事業向け腰痛予防テキスト」より

不休（2020年）

連続作業時間、単位時間あたり
取扱量を軽減し、
適宜ストレッチを実施
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【目標】
［安全防災項目］

1. 休業以上災害件数：ゼロ
2. グループ全体の災害件数管理目標
　(1) 国内外事業所共通　不休災害以上件数：前年実績の50%以上削減
　(2) 国内グループ災害年千人率（休業4日以上）：0.70以下（5件以下）
3. 火災、爆発事故：ゼロ

【重点施策】
・本質安全化の推進（「重篤な災害」の未然防止活動の強化）
・安全衛生教育の拡充
・より安全な工事遂行体制の強化

［衛生等項目］
1. 業務上疾病：ゼロ
2. 一般疾病休業率：前 3ヵ年平均実績の 10% 以上削減
3. 法定健康診断：100%
4. がん検診受診率：70% 以上
5. インフルエンザ予防接種率：100%
6. 交通災害件数（加害、自損）：前 3ヵ年平均実績の 10% 以上削減

・心と身体の健康維持・促進
・交通災害防止（業務上交通災害を含む）の継続実施

体力テストの様子

部屋に籠らないオープ

ンスペースでの打ち合

わせ、執務を促すレイ

アウト構成

直感的に技術特性な

どが理解できる体感

展示を備えた「ショー

ルーム」を設置

Section3	マテリアリティとESG経営
社会		Social

る「重大な残留リスク」に焦点を当て、管理面の強化を図りま

した。リスクアセスメントのレベルアップについては今後も継

続して取り組むべき課題であり、残留リスクの管理を含め、リ

スク低減の進捗見える化や機械安全の考えを取り入れた本質

安全化対策のさらなる推進、各事業所内におけるリスクアセス

メント推進者・指導者の育成にも取り組んでいきます。

　メンタルヘルスについては、従業員が産業医と面談する機

会を定期的に設けるなど気軽に相談しやすい環境づくりや、

各事業所の担当者教育を行っています。

　以上の諸施策推進のベースとなる仕組みとして、種々の健

診結果や労働時間実績などを一元管理できる健康管理支援シ

ステムを導入したほか、全事業所への保健師の配置を進めて

います。

当社グループでは、2040年長期ビジョンで掲げる「技術立脚型企業」の実現に向け、付加価値創出型人材の確保・育成を進めてい

ます。

人材育成

人材の自律的成長を支援する職場環境の整備
　人的資本経営を実現するためには、社員一人ひとりの主体

的かつ自律的な成長を後押しする職場環境づくりの視点が欠

かせません。当社では、多様な人材がやりがいを持って働くこ

とができる環境整備を積極的に進めています。

　2020年6月に移転した本社オフィス（東京都港区虎ノ門二

丁目）では、「生産性を高める」「技術に触れる」「人と人をつ

なぐ」の3つをコンセプトに、ABW※の導入、ICTツールの活用

など、社員の自律的な成長をサポートするためのさまざまな仕

掛けを設けています。しなやかに発展し続ける力を高めていく

ための革新的なオフィス空間により、社員同士が積極的に交流

し、組織を超えて情報が共有され、新たな提案や挑戦が創造さ

れる組織づくりを目指していきます。
※ ABW（Activity Based Working）：固定席を廃し、仕事内容に応じて働く場所を

選択できる働き方

参照 特集3 人的資本経営の推進⇒P37-42
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マテリアリティ	3
魅力ある職場の実現

　当社では「人と組織の活性化」の一環として、多様な人材が

やりがいを持って働くことができる環境整備を積極的に進めて

います。妊娠・出産、育児・養育、介護などの事情を抱えてい

ても、持てる力を十分に発揮して働くことができる環境の実現

に取り組んでいます。出産や育児

に関係する制度では、法定基準の

制度に加え独自の制度を設けて

います。また、利用できる公的サー

ビスや会社制度の紹介に加え、両

立におけるポイントや上長が果

たすべき役割などをまとめた『育

児・介護両立支援ハンドブック』

を作成し、社内に展開しています。

多様な働き方のための施策

当社グループでは、国内外の諸法令の定めに従い、高齢者雇用、障がい者雇用、女性の活躍推進および外国人の雇用などに取り組むと

ともに、多様な人材が働きがいを感じながら個々の能力を最大限発揮できる環境の実現を進めています。

ダイバーシティの推進

すため、事業の継続に努めてきました。コロナ禍が収束した後

も、育児や介護等の背景がある方に限らず多様な人材が幅広

く活躍できるよう、引き続き在宅勤務制度を活用していきます。

● コアタイムなしフレックスタイム制の導入
　より自律的な働き方を推進していくことを目的に、現行のコ

アタイムを設定しているフレックスタイム制度に加えて、本社お

よび磯原工場の一部においてはコアタイムを設けないフレック

スタイム制度を導入しています。また、フレックス対象時間は深

夜時間帯を除く5時～ 22時とし、柔軟に勤務時間を選択でき

る制度としています。

● 障がい者雇用・定着の推進

● 男性の育児休業取得支援
　当社では以前から育児に関する支援に取り組んでおり、近年

は男性社員の育児休業取得率も上昇しています。各種支援策

の浸透を図るため、2020年度より実施しているキャリアデザ

イン研修において、制度説明に加えて、育児休業経験者や仕事

と育児を両立している社員とのパネルディスカッションを実施

するなど、周知に取り組んでいます。

Section3	マテリアリティとESG経営
社会		Social

● 在宅勤務制度
　当社では、「多様な人材がやりがいを持って働くことのでき

る環境整備」の取り組みの一環として、在宅勤務制度を2018

年1月より導入しています。コロナ禍においては感染状況およ

び官公庁の要請等を踏まえながら、出社と在宅勤務を併用し、

取引先、地域社会の皆様、従業員とその家族の安全確保を図る

とともに、社会に必要不可欠な製品を届ける社会的責任を果た

育児休業取得者の声

VOICE

　私が所属する知的財産部では、既に複数名の方が育休制度を利用されていました。そのような実績があった
ことは利用への後押しになりましたし、また実際に利用された方の声を聞くことで、復職までを含めたイメージ
を持つことができた点も大きかったと思います。上司や同僚も育休取得を快く受け入れてくださり、大変感謝し
ています。
　業務の引き継ぎにあたっては、整理した担当業務／工数リストをもとに、業務項目ごとに上司から引継者をア
サインしていただけたので、心おきなく3ヵ月間、育児に励むことができました。職場で別の方が利用される際
は、私もできる限り協力したいと思います。

ＪＸ金属（株）
知的財産部

渡邊	翔

● 出産・育児に関わる制度
当社では出産や育児に関わる法定基準の制度に加え独自の制度を設けています。

妊娠 出産

0歳

出産休暇

出産一時金
付加金の支給

出産手当金
付加金の支給

復職支援金の支給

育児補助（小学校入学まで）

勤務措置の延長（～小学校3年生まで）
※事情により小学校6年生まで

● 制限時間を超える時間外労働の
　免除
● 深夜業の免除
● 所定外労働の免除
● 勤務時間の短縮措置
● フレックスタイム制の適用

育児コンシェルジュ・ベビーシッター利用サポート制度

JX健保付加金＋共済会給付金

通院時間の確保 産前産後休暇

育児休業（要件満たせば2歳まで）

出産一時金の支給

配偶者が出産をする男性
社員に出産に際し3日以
内の休暇を付与

妊娠中の女性社員が保
健指導や健康指導を受
ける場合に所定の時間
を確保。妊娠23週前は
4週間に1回、妊娠24～
35週は2週間に1回、妊
娠36週以降1週間に1回

出産する女性社員に
産前6週間、産後8週
間の休暇を付与

子の看護休暇（～小学3年生まで）

子どもが負傷や疾病の場合5日/年（子1人の場合）または10日/年（子2人の場合）の休暇を付与
（半日単位で取得可能）

勤務措置（～小学校就業前まで）

制限時間を超える時間外労働の免除、深夜業の免除、所定外労働の免除、勤務時間短縮措置、時差勤務
などのいずれかの措置を講じる

育児時間の確保

出産手当金の支給

育児休業給付金

1歳未満の子を養育する女性社員に1日
2回、各30分の時間で確保条件を満た

せば1歳半まで

JX
金
属 

法
定
上
乗
せ
分

法
定
基
準

1歳 2歳 3歳 小学校入学 小学校3年生

育児・養育

● 介護に関わる制度
対象となる家族が常時介護を必要とする場合、以下の制度が利用できます。

法定制度 ＋ＪＸ金属の場合

休暇
・要介護家族1人の場合：5日/年（半日単位で取得可能）
・要介護家族2人以上の場合：10日/年（半日単位で取得可能）

休業 ・分割３回を上限として93日間取得可能
・合計730日まで4回取得可能
・介護休業手当・介護補助（経済的支援）

勤務措置

・制限時間を超える時間外労働の免除（24h/月、150h/年を
超える場合の時間外労働を免除）

・深夜業の免除（16歳以上の介護ができる家族が同居の場合
を除き、深夜労働を免除）

・3年間で2回以上（勤務時間の短縮措置）
・フレックスタイムの適用
・所定外労働の免除

・3年間で複数回、1日2時間を限度とした勤務時間の
短縮

参照 障がい者雇用・定着の推進 ⇒P42




